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閣
衆
質
一
五
七
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一
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平
成
十
五
年
十
月
十
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

綿

貫

民

輔

殿

衆
議
院
議
員
平
岡
秀
夫
君
提
出
国
会
議
員
に
対
し
企
業
か
ら
公
設
秘
書
が
派
遣
さ
れ
て
い
る
等
の
場
合
の
法
的
問
題
に
関
す

る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
十
日
受
領

答

弁

第

二

一

号



衆
議
院
議
員
平
岡
秀
夫
君
提
出
国
会
議
員
に
対
し
企
業
か
ら
公
設
秘
書
が
派
遣
さ
れ
て
い
る
等
の
場
合
の
法
的
問
題
に

関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
質
問
は
、
お
尋
ね
の
よ
う
な
事
案
が
寄
附
等
の
収
入
を
収
支
報
告
書
に
記
載
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
政
治
資
金
規
正

法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
違
反
す
る
か
否
か
、
ま
た
、
同
法
第
二
十
五
条
の
規
定
に

該
当
す
る
か
否
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
と
こ
ろ
、
個
別
の
事
案
が
同
法
第
十
二
条
の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
同
法

第
二
十
五
条
の
規
定
に
該
当
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
具
体
の
事
実
に
即
し
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。

な
お
、
平
成
十
一
年
の
同
法
の
改
正
に
よ
り
、
会
社
等
の
団
体
が
す
る
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
に
つ
い
て
は
、
同
法
第

二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
者
に
対
す
る
も
の
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
個

別
の
事
案
が
同
条
の
規
定
に
違
反
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
も
、
具
体
の
事
実
に
即
し
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。

二
に
つ
い
て

御
質
問
は
、
お
尋
ね
の
よ
う
な
事
案
が
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
九
十
九
条
の
二
の
寄
附
の
禁

止
の
規
定
に
違
反
す
る
か
否
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
と
こ
ろ
、
個
別
の
事
案
が
同
条
の
規
定
に
違
反
す
る
か
否
か

一



に
つ
い
て
は
、
具
体
の
事
実
に
即
し
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。

二


